
楽器の使用について

　　　　　　事　　例 午前・午後 夜間 午前・午後 夜間

※演奏時は窓を閉めてください

※近隣から苦情があった場合は、楽器の利用を控えていただく場合があります

視聴覚室 他の集会室

× × × ×

木管楽器
打楽器３台以下
和太鼓（大太鼓）１台

大正琴

ハーモニカ

○

○

○

○

○

和太鼓（大太鼓）２台以上
ドラム
エレキギター
金管楽器（トランペット）

合唱
劇
カラオケ
雅楽

○

○

○

○

× ×

×○

○

○

○
金管楽器（トランペットを除く）

打楽器４台以上


